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◎ボランティア活動とは考え難いもの
（例）　● 学校管理下にある先生、児童・生徒が行う活動
　　　　● 特定の政党もしくは宗教に関わる活動
　　　　● 営利を目的とする活動または職業として行う活動
◎有償ボランティア活動
（例）　● 時給、日給等の報酬が支払われている場合
　　　　● 社会福祉施設などのボランティア活動でボランティアが給料や報酬を受けている場合
◎保険上免責となっているボランティア活動
（例）　● 海難救助または山岳ボランティア活動

別表４　補償金額

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
安
心
し

て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
５
月

１
日
か
ら
市
民
対
象
型

の
新
し
い
「
町
田
市
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
災
害

補
償
保
険
」
に
加
入
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
６
月
１
日
か

ら
活
動
対
象
範
囲
が
拡

大
さ
れ
、
町
田
市
青
少

年
指
導
者
賠
償
責
任
保

険
制
度
の
ス
ポ
ー
ツ
団

体
等
の
指
導
者
、
子
ど

も
１
１
０
番
の
家
、
子

供
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動

（
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
に
つ
い

て
は
損
害
賠
償
責
任
事

故
の
み
対
象
と
な
り
ま

す
。）
も
新
た
に
対
象

に
な
り
ま
す
。【
別
表

１
〜
４
参
照
】

　

事
故
が
発
生
し
た
際

に
は
市
の
担
当
課
（
団

体
の
活
動
を
所
管
す
る

課
）
へ
、
市
の
い
ず
れ

の
所
管
課
に
も
属
さ
な

い
も
の
は
市
民
部
安
全

対
策
課
へ
そ
れ
ぞ
れ
報

告
を
し
て
い
た
だ
く
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
に
つ
い
て
の

詳
細
や
Ｑ
＆
Ａ
（
よ
く
あ
る
ご
質
問

等
）
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー

な
ど
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保

険
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
覧

下
さ
い
。

□問
 

安
全
対
策
課
��
７
２
４
・

３
２
５
４

市
民
対
象
型

市
民
対
象
型

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
のの
対
象
が
拡
大

対
象
が
拡
大

ボランティア活動災害補償保険…損害賠償責任事故・傷害事故の補償があります。

傷害事故損害賠償責任事故
１，３００万円死亡補償金１人につき１億円を限度身 体 賠 償

（対人） １，３００万円を限度後遺障害補償金１事故につき３億円を限度
１日５，０００円
（１８０日を限度）入院補償金１事故につき５００万円を限度財 物 賠 償

（対物）
１日３，０００円
（９０日を限度）通院補償金

１事故につき１億円を限度人格権侵害
１事故につき３００万円を限度保管物賠償

野
生
動
物
に
エ
サ
を

与
え
な
い
で
下
さ
い

　

近
年
、
市
内
で
は
タ
ヌ
キ
や
ハ
ク
ビ

シ
ン
、
ア
ラ
イ
グ
マ
等
に
よ
る
農
作
物

へ
の
食
害
の
ほ
か
、
生
ゴ
ミ
を
散
ら
か

し
た
り
、
家
屋
に
侵
入
す
る
と
い
っ
た

被
害
が
急
増
し
て
い
ま
す
。

　

野
生
動
物
に
安
易
に
エ
サ
を
与
え
る

と
、
個
体
数
が
増
え
、
人
間
を
恐
れ
な

く
な
り
人
間
生
活
に
入
り
や
す
く
な
っ

た
り
、
動
物
の
生
態
系
を
崩
す
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。

　

鳩
や
カ
ラ
ス
な
ど
も
含
め
、
野
生
動

物
に
は
エ
サ
を
与
え
な
い
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

□問
 

農
業
振
興
課
��
７
２
４
・
２
１
６

６
、
環
境
保
全
課
��
７
２
４
・
２
７
１

１
家
の
ま
わ
り
の
再
点
検
を

　

こ
の
時
期
は
、
長
雨
や
集
中
豪
雨
で

地
盤
が
ゆ
る
み
、
が
け
や
よ
う
壁
な
ど

が
崩
れ
て
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
日
ご
ろ
か
ら
家
の
周
囲
の
安

全
を
確
か
め
、
危
な
い
石
積
み
や
土
留

め
は
補
強
し
、
雨
水
の
排
水
を
よ
く
す

る
な
ど
、
安
全
対
策
に
心
掛
け
ま
し
ょ

長
雨
や
集
中
豪
雨
の
時
期
で
す

う
。

　

す
で
に
関
係
機
関
か
ら
よ
う
壁
の
改

善
等
の
勧
告
を
受
け
て
い
る
方
は
、
必

ず
補
強
、
改
良
な
ど
の
工
事
を
行
っ
て

下
さ
い
。

　

な
お
、
よ
う
壁
な
ど
を
築
造
す
る
と

き
は
、
事
前
の
許
可
が
必
要
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

住
宅
金
融
支
援
機
構
で
は
、
が
け
崩

れ
防
止
等
に
関
し
て
、
勧
告
、
改
善
命

令
を
受
け
て
い
る
方
を
対
象
に
、
工
事

資
金
の
融
資
を
行
っ
て
い
ま
す
。

□問
 

開
発
指
導
課
��
７
０
９
・
０
５
６
９

補

助

制

度

【
地
域
の
と
り
く
み
を
応
援
し
ま
す
！
】

　

町
内
会
・
自
治
会
や
子
ど
も
会
な
ど

の
地
域
の
団
体
（
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
）
と
、
専
門
の
テ
ー
マ
を
持
っ
て
活

動
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
団
体
（
テ
ー
マ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）

が
連
携
・
協
力
し
て
事
業
を
行
う
場
合

に
、
そ
の
事
業
費
を
補
助
し
ま
す
。

○
補
助
対
象　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
町
内
会
・
自
治
会
、
子
ど
も
会
、
老

人
ク
ラ
ブ
、
商
店
会
、
婦
人
会
、
お
や

じ
の
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
地
域
の
ま
ち
づ
く

り
団
体
な
ど
）
ま
た
は
、
テ
ー
マ
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
任
意
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
）

○
補
助
金
額　

事
業
に
必
要
な
経
費
の

４
分
の
３
以
内
（
上
限
は　

万
円
）

１０

○
申
し
込
み　

７
月　

日
（
火
）
ま
で

３１

に
申
請
（
第
１
回
締
め
切
り
）

□問
 

市
民
活
動
振
興
課
��
７
２
３
・
２
８

９
１

地
域
・
テ
ー
マ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
働
事

業　

歳
以
上
の
方
に 

７０民
生
委
員
が
配
り
ま
す

　

高
齢
者
福
祉
制
度
の
概
要
を
掲
載
し

た
「
高
齢
者
の
た
め
の
福
祉
の
て
び

き
」
を
、
民
生
委
員
が
６
月
中
旬
か
ら

　

歳
以
上
の
方
の
お
宅
を
訪
問
し
、
お

７０配
り
し
ま
す
。
毎
日
の
暮
ら
し
に
ご
活

用
下
さ
い
。

　

な
お
、
訪
問
の
際
に
、
民
生
委
員
が

近
況
を
お
伺
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

□問
 

高
齢
者
福
祉
課
��
７
２
４
・
４
０
４

８ 高
齢
者
の
た
め
の
福
祉
の
て
び
き

現
況
届
の
提
出
を

　

現
在
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

児
童
手
当
・
特
例
給
付
・
児
童
育
成
手

当
を
受
給
し
て
い
る
方

現
況
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

現
況
届
を
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、

６
月
か
ら
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。

【
期
日
・
提
出
方
法
】

　

対
象
の
方
に
は
す
で
に
現
況
届
の
用

紙
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
６
月　

日
ま
で

２９

（
必
着
）
に
子
ど
も
総
務
課
へ
提
出
し

て
下
さ
い
（
郵
送
可
）
。

※
各
市
民
セ
ン
タ
ー
等
で
の
受
付
は
行

っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

【
添
付
書
類
】

①
受
給
者
（
保
護
者
）
の
健
康
保
険
証

（
写
し
）
＝
児
童
手
当
・
特
例
給
付
を

受
け
て
い
る
方
で
、
国
民
年
金
以
外
の

年
金
に
加
入
し
て
い
る
場
合

※
健
康
保
険
証
で
厚
生
年
金
等
へ
の
加

入
状
況
が
確
認
で
き
な
い
方
は
、
年
金

加
入
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

②
受
給
者
（
保
護
者
）
の
平
成　

年
度

１９

（
平
成　

年
中
）
の
所
得
証
明
書
＝
各

１８

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、
平
成　
１９

年
１
月
２
日
以
降
町
田
市
へ
転
入
さ
れ

た
方
は
、
１
月
１
日
現
在
の
住
民
登
録

地
の
市
区
町
村
か
ら
お
取
り
寄
せ
下
さ

い
。

※
平
成　

年
１
月
１
日
以
前
か
ら
町
田

１９

市
に
在
住
し
て
い
る
方
は
、
所
得
証
明

書
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

③
そ
の
他
、
戸
籍
謄
本
等
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
送
り
し
た
通

知
で
ご
確
認
下
さ
い
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
町
田
市
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
（
��
７
２
４
・
５
６
５
６
）

へ
。

□問
 

子
ど
も
総
務
課
��
７
２
４
・
２
１
３

９
、
２
１
４
３

無
料
ご
み
袋
を

配

布

し

ま

す

　

平
成　

年
４
月
１
日
現
在
、　

歳
以

１９

７０

上
の
高
齢
者
の
方
に
医
療
制
度
改
革
や

税
制
改
正
に
よ
る
経
済
的
負
担
の
軽
減

の
た
め
、
ご
み
の
指
定
収
集
袋
を
一
定

枚
数
無
料
で
配
布
し
ま
す
。
詳
細
は
本

　

歳
以
上
の
高
齢
者
の
方
に

７０

紙
７
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□問
 

ご
み
減
量
課
��
７
９
７
・
０
５
３

０
、
高
齢
者
福
祉
課
��
７
２
４
・
４
０

４
８

　

素
敵
な
王
子
様
は
誰
？　

姫
を
目
覚
め
さ
せ
る
の
は
ア

ナ
タ　
!?

　

祝
・
歌
手
生
活　

周
年
。

２０

新
た
な
梅
ち
ゃ
ん
の
誕
生　
!!

９
月　

日
（
木
）

１３

午
後
６
時　

分
開
演

３０

前
売　

５
８
０
０
円

当
日　

６
６
０
０
円

（
税
込
、
全
席
指
定
）

※
６
歳
以
上
の
お
子
さ
ん
か
ら
入
場
で

き
ま
す
。

【
６
月　

日
午
前
８
時　

分
か
ら
電
話

１９

３０

予
約
受
付
開
始
】

９
月　

日
（
火
）

１８

①
午
後
２
時　

分
開
演

３０

②
午
後
６
時　

分
開
演

３０

６
０
０
０
円

（
税
込
、
全
席
指
定
）

〈
演
目
〉
一
、
吉
原
雀　

二
、
芸
談 

三
、
俄
獅
子　

四
、

男
女
道
成
寺

〈
出
演
〉
中
村
勘
太

郎
、
中
村
七
之
助
、

中
村
小
山
三
、
中
村

仲
二
朗
、
中
村
仲
之

助
、
中
村
い
て
う
、

中
村
仲
四
郎
、
澤
村

國
久

〈
製
作
〉
松
竹
株
式

会
社

※
演
目
等
を
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
予
め
ご
了
承
下
さ
い
。

※
６
歳
以
上
の
お
子
さ
ん
か
ら
入
場
で

き
ま
す
。

【
６
月　

日
午
前
８
時　

分
か
ら
電
話

１２

３０

予
約
受
付
開
始
】

町
田
市
民
ホ
ー
ル
事
業�

※
初
日
は
電
話
の
み
の
受
付
で
す
。�

※
電
話
は
お
か
け
間
違
え
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。�

休

館

日
　
第
１
・
３
月
曜
日（
祝
日
の
と
き
は
そ
の
翌
日
）�

受
付
時
間
　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時�

入
場
希
望
の
方
は
電
話
で
町
田
市
民
ホ
ー
ル
（
1
７
２
８
・
４
３
０
０
）
へ
。�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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梅
ち
ゃ
ん
の
青
い
童
話
「
青
空
姫
」

梅
ち
ゃ
ん
の
青
い
童
話
「
青
空
姫
」
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別表１　補償対象となるボランティア活動
�清掃活動（道路、河川、公園、その他の公共的施設の清掃等）　�資源回収活動　�生活品リサイクル活動　�社会
福祉施設援護活動（建物の修理、植木の手入れ、リハビリテーション、訓練の手伝い、行事手伝い、習い事指導、慰
問、理・美容、マッサージ、通園・送迎の介助、託児、カウンセリング、点訳、朗読奉仕等）　�在宅高齢者・身体障
がい者等のホームヘルプ活動　�ガイドヘルプ活動��手話通訳活動　�就労・社会復帰のための援護活動��家庭・
地域文庫活動　�街頭募金活動　�スポーツ活動（ただし、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、
スカイダイビング、スキューバダイビング、外洋におけるヨット操縦、パラセール搭乗、ハンググライダー搭乗、飛行
船搭乗、その他これらに類する危険度が高い運動を除く）　�文化活動（料理、コーラス、コンサート、映画上映、絵
画、華道、詩吟、茶道、民謡おどり、ダンス、短歌、盆栽、俳句、邦楽、謡曲、演劇、歴史学習等）　�防犯活動（町
内会・自治会、老人クラブ、子ども会、ＰＴＡ等が行う活動及びワンワンパトロールを含む）　�交通安全活動　�違
法駐車追放パトロール活動　�違反広告物除却活動　�アダプト活動��特色ある学校づくり推進活動　�健康づくり
推進活動　�緑化活動（野焼きもしくは山焼きを行う、またはチェンソーを使用する森林ボランティア活動を除く）
�害虫防除・駆除活動　�草刈り活動　�住民検診活動　�青少年健全育成活動��子ども１１０番の家活動��小・中
学校支援ボランティア推進活動��図書指導活動��小学校の水泳指導監視活動��課外クラブ外部指導活動等

子ども
のケガ

指導者
のケガ

賠償
責任

加入
手続き

×
（対象外）

×
（対象外）

○
（対象）

×
（必要なし）ＰＴＡ

×
（対象外）

○
（対象）

○
（対象）

×
（必要なし）子ども会

×
（対象外）

○
（対象）

○
（対象）

×
（必要なし）

スポーツ 
団 体 等 １人につき１億円

身体賠償（対人）
１事故につき３億円
１事故につき５００万円財物賠償（対物）
１事故につき３００万円受 託 品 賠 償

ＰＴＡ活動賠償責任保険…損害賠償責任事故の補償のみとなります。

別表３　町田市青少年指導者賠償責任保険制度 
（以下、「賠償責任保険」）の移行について

◎移行後（ボランティア活動災害補償保険）

※ＰＴＡはＰＴＡ活動賠償責任保険の対象となります。
※子ども会・スポーツ団体等はボランティア活動災害補償保険の対象となります。
※スポーツ団体等で別表２に該当する団体はボランティア保険の対象となりません。

子ども
のケガ

指導者
のケガ

賠償
責任

加入
手続き

×
（対象外）

×
（対象外）

○
（対象）

○
（必要）ＰＴＡ

×
（対象外）

×
（対象外）

○
（対象）

○
（必要）子ども会

×
（対象外）

×
（対象外）

○
（対象）

○
（必要）

スポーツ 
団 体 等

◎移行前（町田市青少年指導者賠償責任保険制度）

別表２　補償対象とならないその他の活動


